
別紙 
廃棄物適正管理体制 
＜職務＞ 

総括責任者 上下⽔道部⻑ ・廃棄物適正管理方針の決定 
・廃棄物適正管理の総括責任 
・廃棄物適正管理に関する各種事項の決定と

承認 
管理責任者 
（廃棄物処理責任者） 

下⽔道維持室⻑ ・廃棄物適正管理方針の周知徹底 
・廃棄物適正管理の維持と改善の管理 
・廃棄物適正管理に関する総括責任者の決定

と承認事項推進の企画 
・職員、事業者への環境（廃棄物適正管理）

教育の企画 
管理推進者 下⽔道維持室⻑ ・廃棄物適正管理の維持と改善の推進 

・職員、事業者への廃棄物適正管理の教育の
推進 

管理担当者 下⽔道維持室 
担当室員 

・監督官庁への各種報告事務 
・廃棄物適正管理に関する情報公開 

処理施設技術管理者 下⽔道維持室⻑ ・産業廃棄物に関する処理施設及び技術の適
切な管理と事業者への指導 

 
＜組織＞ 
 ［中央浄化センター］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総括責任者（上下⽔道部⻑） 

廃棄物適正管理委員会 
・管理責任者（下⽔道維持室⻑） 
・管理推進者（下⽔道維持室⻑） 
・管理担当者（下⽔道維持室担当室員） 
・処理施設技術管理者（下⽔道維持室⻑） 

管理責任者（下⽔道維持室⻑） 

管理推進者（下⽔道維持室⻑） 

管理担当者 
（下⽔道維持室担当室員） 

処理施設技術管理者 
（下⽔道維持室⻑） 

事業者 

受託事業者 


